
106　Ⅴ　課税標準等

１　　個　  人　  都 　 民 　 税（平成25年度） （続）

　　　　　　　　　　　　　　　(3) 均　等　割　及　び　所　得　割　

ア　納　税　義　務　者　数

人 人 人 人

  6 936 130    275 125    75 135   6 585 870

  6 891 043    273 329    66 995   6 550 719

  2 673 104    200 818    14 046   2 458 240

  4 170 547    72 511    5 557   4 092 479

   47 392 -                         47 392 -                      

   45 087    1 796    8 140    35 151

  6 921 769    273 362    74 828   6 573 579

区 部   4 825 000    190 783    41 737   4 592 480

多 摩   2 096 769    82 579    33 091   1 981 099

  6 876 885    271 574    66 822   6 538 489

普 通 徴 収   2 666 971    199 600    14 017   2 453 354

特 別 徴 収   4 162 591    71 974    5 482   4 085 135

分 離 課 税 分    47 323 -                         47 323 -                      

   44 884    1 788    8 006    35 090

   14 361    1 763     307    12 291

   14 158    1 755     173    12 230

普 通 徴 収    6 133    1 218     29    4 886

特 別 徴 収    7 956     537     75    7 344

分 離 課 税 分     69 -                          69 -                      

    203     8     134     61

（備考）１　納税義務者数は、Ⅴ章１(3）イ及びウの調定額（都決算額）に対するものである。

　　　　２　所得割のみの者は、普通徴収・特別徴収それぞれの方法による併徴者で、普通徴収により所得割のみ課税されたもの等である。

均等割･所得割合算の者

特 別 徴 収

分 離 課 税 分

区                分 総　　　　    　数 所 得 割 の み の 者均 等 割 の み の 者

総 数

現 年 度 相 当 分

過 年 度 相 当 分

過 年 度 相 当 分

支 庁

現 年 度 相 当 分

過 年 度 相 当 分

普 通 徴 収

都 税 事 務 所

現 年 度 相 当 分
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イ　調　定　額

均     等     割 所     得     割         調　　　     定     　　　額

税　　　    　額 税　    　　　額 件          数 税          額

千円 千円 件 千円

  6 795 967   752 761 257   25 552 808   759 557 224

  6 769 839   749 043 396   25 450 851   755 813 235

  2 539 318   244 560 652   10 445 145   247 099 970

  4 230 521   495 686 785   14 970 110   499 917 306

-                        8 795 959    35 596   8 795 959

   26 128   3 717 860    101 957   3 743 989

  6 782 576   751 848 296   25 515 186   758 630 872

区 部   4 765 610   560 530 749   16 842 921   565 296 359

多 摩   2 016 966   191 317 547   8 672 265   193 334 513

  6 756 480   748 133 398   25 413 429   754 889 877

普 通 徴 収   2 533 433   244 317 515   10 424 336   246 850 948

特 別 徴 収   4 223 047   495 029 399   14 953 542   499 252 447

分 離 課 税 分 -                        8 786 483    35 551   8 786 483

   26 096   3 714 898    101 757   3 740 994

   13 391    912 961    37 622    926 352

   13 359    909 999    37 422    923 358

普 通 徴 収    5 885    243 137    20 809    249 022

特 別 徴 収    7 474    657 385    16 568    664 859

分 離 課 税 分 -                         9 476     45    9 476

    32    2 962     200    2 994

区                分

分 離 課 税 分

過 年 度 相 当 分

総 計

現 年 度 相 当 分

普 通 徴 収

特 別 徴 収

支 庁

現 年 度 相 当 分

過 年 度 相 当 分

過 年 度 相 当 分

都 税 事 務 所

現 年 度 相 当 分




